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研
究
ノ
ー
ト

国
際
都
市
形
成
構
想
と
道
州
制

は
じ
め
に

一

国
際
都
市
形
成
構
想
の
コ
ン
セ
プ
ト

二

国
際
都
市
形
成
構
想
に
お
け
る
一
国
二
制
度

三

国
際
都
市
形
成
構
想
と
道
州
制

お
わ
り
に
-
国
際
都
市
形
成
構
想
の
そ
の
後

は
じ
め
に

仲

地

博

(
一
)
従
来
の
自
立
構
想
と
国
際
都
市
形
成
構
想

幕
薄
体
制
下
に
お
い
て
'
沖
縄
は

｢異
国
｣
で
あ
っ
た
L
t
戦
後
は
'

一
九
七
二
年
の
施
政
権
返
選
ま
で
日
本
に
お
け
る
完
全
な

一

国
二
制
度
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
｡
施
政
権
返
還
後
も
沖
縄
開
発
庁
の
担
当
者
を
し
て

｢沖
縄
県
と
い
う

一
つ
の
地
方
公
共

団
体
を
対
象
と
し
て
制
定
さ
れ
た
法
令
は
'
他
に
例
の
な
い
ほ
ど
複
雑
多
岐
で
広
範
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
､
国
法
レ
ベ
ル
の
各
分
野
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(1
)

に
わ
た
っ
て
一
つ
の
体
系
を
な

(す
)
｣
と
い
わ
し
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
背
景
に
沖
縄
は
自
立
構
想
の
議
論
の
盛
ん
な
地
域
で
あ
り
'
こ
れ
ま
で
も
自
治
州
や
特
別
県
制
等
が
捷
起
さ
れ

議
論
さ
れ
て
き
た
｡
そ
の
ひ
と
つ
に
九
〇
年
代
の
終
盤
に

1
回
二
制
度
を
正
面
か
ら
主
張
し
た
国
際
都
市
形
成
構
想
が
あ
る
｡

国
際
都
市
形
成
構
想
が
､
そ
れ
以
前
の
自
立
構
想
と
異
な
る
点
は
三
点
あ
る
｡
ひ
と
つ
は
'
民
間
の
運
動
や
研
究
者
の
提
言
で
は
な

く
'
県
の
公
式
の
将
来
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
内
容
も
県
民
生
活
と
密
著
し
大
胆
で
あ
る
が
故
に
県
民
レ
ベ
ル
の
大
議
論

を
伴
な
い
つ
つ
展
開
さ
れ
た
が
､
こ
の
点
も
従
来
の
独
立
論
や
自
立
構
想
が

一
部
論
者
に
止
ま
っ
た
こ
と
と
異
な
る
｡
第
二
に
､
以
上

と
関
係
す
る
が
'
県
が
策
定
L
t
当
時
の
沖
縄
の
政
治
力
を
背
景
に
し
て
国
に
要
求
し
'
国
も
配
慮
の
姿
勢
を
見
せ
る
な
ど
､
実
現
の

可
能
性
を
民
衆
が
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で
の
自
立
構
想
が
'
独
立
論
を
典
型
に

｢現
実
に
お
い
て
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
｣

と
内
心
思
い
つ
つ
試
論
が
な
さ
れ
た
の
と
異
な
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
'
連
日
の
議
論
が
新
聞
紙
上
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
第
三
に
'

従
来
の
自
立
構
想
が
特
別
県
制
な
ど
'
国
と
地
方
関
係
に
お
け
る
制
度
面
に
関
心
が
あ
っ
た
の
に
対
し
'
国
際
都
市
形
成
構
想
は
､
地

域
開
発
計
画
と
し
て
の
経
済
政
策
が
中
心
で
あ
り
規
制
緩
和
や
経
済
制
度
の
特
例
を
中
心
に
展
開
し
た
点
で
あ
る
｡

(二
)
時
代
的
背
景

国
際
都
市
形
成
構
想
は
､
あ
の
一
時
期
の
政
治
的
背
景
を
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
念
の
た
め
に
'
国
際
都
市
形
成
構
想
の

背
景
を
簡
単
に
述
べ
て
お
く
｡

一
九
九
五
年
'
米
兵
に
よ
る
暴
行
事
件
を
契
機
に
'
沖
縄
の
反
米
軍
基
地
の
運
動
が
高
揚
し
､
第
三
の

島
ぐ
る
み
運
動
と
呼
ば
れ
る
状
態
に
い
た
っ
た
｡
ア
メ
リ
カ
の
樋
束
概
略
の
変
化
の
中
で
､
基
地
の
固
定
化
を
危
倶
し
た
大
田
知
事

(当

時
'
以
下
職
名
は
す
べ
て
当
時
)
は
'
軍
用
地
強
制
使
用
手
続
き
で
あ
る
代
理
署
名
を
拒
否
し
た

(九
五
年
九
月
)｡
こ
れ
は
､
米
軍
基

地
使
用
の
法
的
根
拠
が
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
'
実
際
翌
年
四
月
に
は
､
楚
辺
通
信
所
で
国
が
私
人
の
土
地
を
不
法
に
占
拠
す
る
状

態
が
発
生
し
た
｡
県
と
国
の
対
立
は
精
鋭
化
L
t
村
山
内
閣
総
理
大
臣
は
知
事
に
職
務
の
執
行
を
命
じ
る
訴
訟
を
提
起

(九
五
年

一
二
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月
）
、
最
高
裁
判
所
ま
で
争
い
知
事
は
敗
訴
し
た
（
九
六
年
八
月
）
。
日
本
の
自
治
の
歴
史
で
知
事
を
被
告
と
す
る
始
め
て
の
職
務
執
行

命
令
訴
訟
で
あ
っ
た
。
他
方
、
こ
れ
も
全
国
初
と
な
る
県
民
投
票
が
行
わ
れ
（
九
六
年
九
月
）
、
投
票
者
の
九
割
、
有
権
者
の
過
半
数
が

基
地
の
整
理
縮
小
を
要
求
し
た
。
ま
た
、
普
天
間
基
地
の
移
設
先
と
さ
れ
た
名
護
市
の
市
民
投
票
に
お
い
て
も
移
設
反
対
が
多
数
を
し

め
た
（
九
七
年
三
一
月
）
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
名
護
市
長
選
で
は
、
保
守
系
が
推
す
岸
本
市
長
が
当
選
と
い
う
逆
転
劇
が
生
じ
（
九
八

年
二
月
）
、
年
末
の
知
事
選
挙
で
海
上
基
地
を
容
認
す
る
稲
嶺
候
補
に
大
田
知
事
が
敗
れ
る
と
い
う
波
乱
の
経
過
を
た
ど
っ
た
（
九
八
年

二
月
）
。
国
際
都
市
形
成
構
想
は
、
こ
の
よ
う
な
激
動
の
時
代
を
背
景
に
県
と
国
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
道
具
と
い
う
性
格
を
持
ち
つ
つ
展

開
さ
れ
た
時
代
の
産
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
道
州
制
の
論
議
が
本
格
化
し
よ
う
と
す
る
今
日
、
そ
の
一
素
材
と
し
て
、
一
国

二
制
度
を
要
求
し
た
国
際
都
市
形
成
構
想
を
検
証
し
て
お
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
二
国
際
都
市
形
成
構
想
の
基
本
理
念

国
際
都
市
形
成
構
想
は
、
大
田
知
事
の
下
で
描
か
れ
た
「
二
一
世
紀
・
沖
縄
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九

二
年
に
そ
の
萌
芽
的
検
討
が
開
始
さ
れ
、
九
六
年
知
事
決
済
で
県
の
正
規
の
将
来
計
画
と
見
な
さ
れ
る
段
階
に
な
っ
た
「
国
際
都
市
形

成
構
想
」
、
「
そ
の
具
体
化
に
向
け
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
推
進
方
策
や
枠
組
み
を
示
し
た
」
九
七
年
の
「
国
際
都
市
基
本
計
画
」
を

結
節
点
と
し
、
さ
ら
に
、
九
七
年
規
制
緩
和
と
税
制
の
特
別
措
置
を
ま
と
め
た
「
国
際
都
市
形
成
に
向
け
た
新
た
な
産
業
振
興
策
」
、
九

（
２
）

八
年
「
公
表
さ
れ
る
こ
と
な
く
お
蔵
入
り
」
し
た
『
国
際
都
市
形
成
推
進
計
画
』
（
九
八
年
二
一
月
）
ま
で
段
階
を
踏
ん
で
展
開
さ
れ
た
。

国
際
都
市
構
想
に
つ
い
て
は
、
構
想
が
固
ま
る
以
前
の
諸
調
査
が
あ
り
、
構
想
と
不
利
一
体
で
あ
っ
た
「
沖
縄
県
産
業
創
造
ア
ク
シ
ョ

国
際
都
市
形
成
構
想
の
コ
ン
セ
プ
ト
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ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
｣'
r基
地
返
還
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
｣
等
の
計
画
が
あ
り
'
さ
ら
に
段
階
ご
と
に
審
議
会
等
が
置
か
れ
'
ま
た
､
規

制
緩
和
や
自
由
貿
易
地
域
を
中
心
に
県
民
規
模
の
談
論
が
行
わ
れ
て
お
り
､
比
較
的
短
期
に
集
中
的
に
展
開
さ
れ
た
割
に
は
'
構
想
を

め
ぐ
る
議
論
の
詳
細
は
捉
え
に
く
い
｡
し
か
し
'
本
稿
の
目
的
か
ら
言
え
ば
'
国
際
都
市
形
成
構
想
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
'
九
六
年

一
一

月
の

｢国
際
都
市
形
成
構
想
｣
を
見
れ
ば
足
り
る
｡
主
要
部
分
を
以
下
に
紹
介
す
る
｡

琉大法学 第 73号 (2005)

(基
本
理
念
及
び
基
本
目
標
)
二
1
世
紀
に
向
け
て
､
｢共
生
｣
の
思
想
や

｢平
和
｣
を
志
向
す
る
沖
縄
の
心
を
大
切
に
し
､
本

県
の

｢自
立
｣
を
図
る
こ
と
を
理
念
に
､
自
ら
の
歴
史

･
文
化

･
自
然
堀
境
等
の
特
性
を
生
か
し
た
多
面
的
交
流
を
推
進
す
る

こ
と
に
よ
り
､
本
県
の
自
立
的
発
展
を
図
る
と
と
も
に
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
平
和
と
持
続
的
発
展
に
寄
与
す
る
地
域
の
形
成

を
目
指
す
｡

(拠
点
地
域
の
設
定
)
国
際
都
市
の
機
能
を
整
備
し
､
地
域
の
連
携
を
図
る
た
め
､
拠
点
を
配
置
し
､
各
拠
点
の
適
切
な
機
能

分
担
を
計
画
的
に
進
め
る
｡

ま
た
､
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
そ
の
特
性
を
活
か
し
た
国
内
外
と
の
多
様
で
重
層
的
な
交
流
拠
点
を
築
き
､
ア
ジ
ア
太
平
洋
地

域
の
国
際
交
流
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
果
す
広
域
的
な
交
流
圏
の
形
成
を
図
る
た
め
'
交
通

･
情
報
通
信

･
国
際
的
機
能
等
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
向
け
た
整
備
を
進
め
る
｡

(二
)
国
際
都
市
形
成
構
想
の
発
想
と
そ
の
変
化

と
こ
ろ
で
､
沖
縄
県
の

｢振
興
開
発
｣
は
'
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法

(現
行
は
､
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
)
を
根
拠
と
す
る
沖

縄
振
興
開
発
計
画

(現
在
は
沖
純
振
興
計
画
'
以
下

｢振
計
))
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
｡
振
計
は
'
沖
縄
県
知
事
の
作
成
す
る
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成
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駐
留
軍
用
地
の
返
還

と
そ
の
跡
地
の
整
備

２
１
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い

新
し
い
座
乗
の
創
出
と

擾
輿

国
際
的
な
交
流
･
圃
力

の
場
の
形
成

技
南
協
力
･
国
際
交
流
拠
点

新
都
市
開
発
拠
占

共生

露
魅
力
あ
る
リ
ゾ
ー
ト
地

の
形
成

自立ネットワーク型県土構造の形成

研
究
概
囲
等
の
設
置
及

び
厭
致

質
の
高
い
､
別
い
に
君

ち
た
生
活
空
間
の
形
成

自立

人
材
の
育
成
･
確
保

地
域
に
お
け
る
国
際
化

の
推
進

田
境
保
全
･
文
化
交
流
処
点

沖縄の自立的発展

アジア太平洋地域の平和と持続的発展に寄与する地域
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原
案
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
が
決
定
す
る
沖
縄
の
総
合
計
画
で
あ
る
。
復
帰
か
ら
一
○
年
ご
と
に
策
定
さ
れ
、
現
在
は
四
度
目
の
振

計
が
進
行
中
で
あ
る
。
国
際
都
市
形
成
が
構
想
さ
れ
た
九
○
年
代
は
、
九
二
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
第
三
次
振
計
の
途
上
で
あ
っ
た
。
三

次
振
計
の
目
標
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
本
土
と
の
格
差
是
正
」
「
自
立
的
発
展
の
基
礎
条
件
の
整
備
」
と
並
ん
で
「
我
が
国
の
経
済
社
会
及

び
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
特
色
あ
る
地
域
と
し
て
整
備
」
を
図
る
こ
と
を
調
っ
て
い
る
。
特
色
あ
る
地
域
と
は
具
体
的
に
ど
う
展
開

さ
れ
る
の
か
。
振
計
は
、
「
振
興
開
発
の
基
本
方
向
」
と
す
る
項
に
お
い
「
地
域
特
性
を
生
か
し
た
南
の
交
流
拠
点
の
形
成
」
を
挙
げ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
沖
縄
県
の
地
理
的
・
自
然
的
特
性
と
独
特
の
伝
統
文
化
及
び
国
際
性
豊
か
な
県
民
性
を
生
か
し
て
、
我
が
国
の
南

に
お
け
る
交
流
拠
点
の
形
成
を
図
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
国
際
都
市
形
成
構
想
は
、
こ
の
三
次
振
計
の
文
脈
の
中
に
あ
り
、
突

然
出
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

大
田
知
事
は
、
知
事
就
任
当
初
か
ら
、
「
国
際
交
流
拠
点
の
形
成
」
を
重
要
政
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
掲
げ
て
い
た
が
、
文
化
や
学
術
に

重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
手
元
の
資
料
か
ら
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。
九
一
年
二
月
知
事
就
任
後
初
め
て
の
施
政
方
針
演
説
で
、
「
国
際
交

流
の
場
の
形
成
と
交
流
の
推
進
」
を
掲
げ
、
「
経
済
、
文
化
、
学
術
、
平
和
等
に
関
す
る
諸
機
能
を
集
積
し
、
人
的
・
物
的
交
流
の
拠
点

を
形
成
す
る
」
と
延
べ
自
由
貿
易
地
域
に
も
言
及
す
る
が
、
内
容
の
ほ
と
ん
ど
は
地
域
型
研
究
機
関
の
設
置
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

留
学
生
の
派
遣
等
、
文
化
や
学
術
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。

九
四
年
に
、
「
二
一
世
紀
に
向
け
た
沖
縄
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
と
題
し
て
講
演
を
し
て
い
る
。
こ
の
講
演
で
も
、
産
業
や
自
由
貿

易
地
域
な
ど
後
に
沖
縄
の
重
要
テ
ー
マ
と
な
る
論
点
ま
で
含
む
が
、
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
平
和
政
策
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大

田
は
、
ま
ず
、
第
三
次
振
計
に
お
い
て
「
広
く
わ
が
国
の
経
済
社
会
お
よ
び
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
特
色
あ
る
地
域
と
し
て
の
整
備
」

が
振
興
開
発
計
画
の
新
し
い
理
念
に
据
え
ら
れ
た
こ
と
に
触
れ
た
後
、
こ
の
理
念
の
目
指
す
一
つ
が
平
和
行
政
で
あ
る
と
し
、
「
具
体
的

に
沖
縄
が
平
和
の
発
信
地
と
し
て
世
界
に
貢
献
し
て
い
く
た
め
に
、
国
際
平
和
に
関
す
る
文
化
活
動
、
交
流
、
研
究
の
新
た
な
拠
点
の
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形
成
を
目
指
し
た
『
国
際
平
和
創
造
の
杜
』
（
仮
称
）
と
い
う
壮
大
な
構
想
を
描
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
（
中
略
）
、
国
際
平
和
に
関

す
る
拠
点
形
成
を
目
指
す
も
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
国
際
都
市
が
用
語
と
し
て
も
内
容
と
し
て
も
ま
だ
熟
し
て

国
際
都
市
形
成
構
想
は
、
次
第
に
経
済
政
策
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
九
六
年
九
月
橋
本
総
理
が
来
県
し
て
行
わ
れ
た

「
総
理
が
語
る
県
民
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
題
す
る
行
事
に
お
け
る
大
田
知
事
の
挨
拶
で
は
、
国
際
都
市
形
成
構
想
は
、
経
済
が
先
行
し

文
化
が
後
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
国
際
都
市
と
し
て
の
産
業
経
済
活
動
」
を
一
通
り
述
べ
た
後
、
最
後
に
「
基
地
の
な
い
平
和
で
緑
豊

か
な
沖
縄
を
築
き
、
国
内
は
も
と
よ
り
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
間
で
人
、
物
、
情
報
が
行
き
交
い
、
平
和
、
技
術
、
経
済
、
文
化
交
流
が
行

わ
れ
る
国
際
都
市
を
目
指
す
」
と
結
ぶ
の
で
あ
る
。

（
４
）

（
５
）

九
六
年
一
一
月
の
公
告
縦
覧
代
行
後
は
こ
の
姿
勢
は
さ
ら
に
明
確
に
な
る
。
知
事
は
県
の
広
報
紙
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
（
国
に
対
し
て
）
基
地
問
題
と
同
様
県
政
の
最
重
要
課
題
で
あ
る
産
業
の
振
興
や
雇
用
問
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
、
新
し
い
全
国
総

合
開
発
計
画
に
沖
縄
県
を
一
つ
の
特
色
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
国
際
都
市
形
成
構
想
の
考
え
方
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
よ
う
求
め
て
い

き
ま
す
。
そ
し
て
、
国
際
都
市
形
成
構
想
関
連
の
諸
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
具
体
的
支
援
措
置
、
税
制
上
の
特
別
措
置
や
輸
入
の
自
由
化
に

よ
る
自
由
貿
易
地
域
の
拡
充
強
化
、
ノ
ー
ビ
ザ
制
度
の
拡
充
等
の
規
制
緩
和
を
軸
と
し
た
、
沖
縄
の
振
興
策
の
確
立
を
求
め
て
い
き
ま

す̄
。

九
七
年
一
○
月
の
西
川
潤
早
稲
田
大
学
教
授
と
の
対
談
で
は
、
冒
頭
で
西
川
の
「
沖
縄
は
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
（
中
略
）
。
一
連
の
政

策
は
ど
の
よ
う
な
考
え
で
進
め
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
問
い
に
「
基
本
は
、
自
立
し
た
沖
縄
経
済
の
確
立
に
あ
り
ま
す
」
と

述
べ
、
経
済
自
立
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
「
県
で
は
、
数
年
前
か
ら
、
基
地
撤
廃
を
前
提
に
い
く
つ
か
の
経
済
振
興
策
を
椎

（
６
）

進
し
て
い
ま
す
。
国
際
都
市
形
成
構
想
も
そ
の
一
つ
」
と
、
国
際
都
市
形
成
構
想
が
経
済
政
策
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
明

（
３
）

い
な
い
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
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ら
か
に
力
点
は
移
動
し
た
の
で
あ
る
。

国
際
都
市
形
成
構
想
が
、
経
済
計
画
と
し
て
の
性
質
を
強
め
た
の
は
な
ぜ
か
。
沖
縄
は
、
自
立
論
の
盛
ん
な
地
域
で
あ
る
こ
と
は
先

に
も
述
べ
た
。
日
本
の
版
図
に
組
み
込
ま
れ
て
以
来
、
一
部
で
は
あ
る
が
折
り
に
触
れ
独
立
論
・
自
立
論
が
台
頭
し
た
。
戦
後
も
そ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
制
度
論
や
心
情
論
が
中
心
で
あ
り
（
新
崎
盛
暉
教
授
に
よ
っ
て
ア
ル
コ
ー
ル
で
気
炎
を
あ
げ
、
翌
日

（
７
）

は
醒
め
て
し
ま
う
「
居
酒
屋
独
立
論
」
と
椰
楡
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
）
、
経
済
的
自
立
の
論
議
が
弱
点
で
あ
っ
た
。
大
田
知
事
は
、
「
基

地
返
還
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
策
定
し
、
基
地
を
段
階
的
に
縮
小
し
二
○
年
後
に
は
全
面
撤
去
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
し
か

し
、
沖
縄
経
済
に
占
め
る
基
地
の
地
位
が
大
き
い
こ
と
は
共
通
認
識
で
あ
り
、
基
地
の
全
面
返
還
要
求
は
経
済
自
立
の
構
想
を
伴
わ
な

け
れ
ば
、
県
民
的
基
盤
を
持
ち
得
ず
、
本
音
を
棚
上
げ
し
た
建
前
の
主
張
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
少
な
く
と
も
独
立
・
自

立
と
経
済
が
一
体
の
も
の
で
あ
る
い
う
認
識
が
広
ま
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
『
米
軍
基
地
撤
去
』
を
声
高
に
叫
ん
で
き

（
８
）

た
勢
力
を
も
含
め
て
、
今
や
政
治
的
立
場
を
越
え
て
「
問
題
は
経
済
に
あ
り
」
と
い
う
点
で
は
一
致
」
と
い
う
分
析
は
的
確
で
あ
る
。

九
六
年
九
月
、
大
田
知
事
は
、
公
告
縦
覧
の
手
続
き
を
行
い
国
へ
の
抵
抗
の
旗
を
降
ろ
し
た
。
間
髪
を
入
れ
ず
、
橋
本
総
理
は
「
沖

縄
問
題
に
つ
い
て
の
内
閣
総
理
大
臣
談
話
」
を
発
表
し
た
。
「
二
一
世
紀
・
沖
縄
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
は
、
沖
縄
県
が
そ
の
願
い
を
込

め
た
構
想
で
あ
る
と
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
政
府
と
し
て
は
、
こ
の
構
想
を
踏
ま
え
、
（
中
略
）
与
党
の
協
力
を
得
て
全
力
を
傾
注
し
て

ま
い
り
ま
す
」
。
国
際
都
市
形
成
構
想
は
、
基
地
に
対
す
る
沖
縄
の
怒
り
を
政
治
力
に
し
て
、
一
国
一
一
制
度
を
要
求
す
る
大
胆
な
経
済
政

策
と
し
て
国
政
を
も
動
か
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

二
国
際
都
市
形
成
構
想
に
お
け
る
一
国
二
制
度
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（
二
経
済
政
策
と
し
て
の
一
国
二
制
度

経
済
政
策
と
し
て
の
沖
縄
国
際
都
市
形
成
構
想
を
概
観
し
よ
う
。
「
産
業
・
経
済
の
振
興
と
規
制
緩
和
等
検
討
委
員
会
」
（
田
中
直
毅

（
９
）

委
員
長
）
は
、
「
県
か
ら
の
要
望
を
踏
ま
え
、
一
国
二
制
度
的
な
思
い
切
っ
た
産
業
振
興
策
の
実
施
が
必
要
」
と
考
え
、
「
国
際
都
市
形

成
構
想
に
基
づ
き
、
こ
れ
か
ら
の
産
業
振
興
の
あ
り
方
と
展
開
方
策
を
検
討
し
」
、
一
九
九
七
年
七
月
「
産
業
・
経
済
の
振
興
と
規
制
緩

和
等
検
討
委
員
会
報
告
Ｉ
新
し
い
沖
縄
の
創
造
・
’
二
世
紀
の
産
業
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
目
指
し
て
」
を
答
申
し
た
。
県
は
、
こ
れ
を
受

け
、
同
年
二
月
「
国
際
都
市
形
成
に
向
け
た
新
た
な
産
業
振
興
策
」
（
沖
縄
県
案
）
を
策
定
し
た
。
こ
の
内
容
が
、
沖
縄
の
要
求
し
た

一
国
二
制
度
の
到
達
し
た
地
点
で
あ
る
。
具
体
的
施
策
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
自
由
貿
易
地
域
制
度
の
拡
充
・
強
化

二
○
○
五
年
を
目
途
と
し
全
県
自
由
貿
易
地
域
制
度
の
導
入
、
関
税
等
の
免
除
、
域
内
の
内
国
消
費
税
の
免
除
、
免
税
店
の

設
置
、
輸
出
入
手
続
き
の
迅
速
化
。
簡
素
化

②
税
制
上
の
優
遇
措
置

投
資
税
額
控
除
制
度
、
法
人
税
率
の
軽
減
、
地
方
税
の
課
税
免
除
等
に
対
す
る
補
て
ん

③
運
輸
関
係
の
規
制
緩
和
等
の
推
進

港
湾
運
送
事
業
の
参
入
規
制
・
価
格
規
制
の
見
直
し
、
港
湾
使
用
料
の
軽
減
、
二
国
間
航
空
協
定
に
お
け
る
那
覇
空
港
の
優

先
指
定
、
運
輸
権
付
き
以
遠
権
の
付
与
、
機
材
変
更
の
自
由
、
航
空
使
用
料
の
軽
減

④
入
国
手
続
き
の
簡
素
・
合
理
化

査
証
手
続
き
の
簡
素
・
合
理
化
、
特
例
上
陸
の
許
可
条
項
の
拡
大
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税
の
免
除
と
と
も
に
、
税
関
長
の
権
限
の
知
事
一
元
化
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
知
事
に
権
限
が
委
譲
さ
れ
た
と

し
て
、
知
事
が
主
務
大
臣
の
指
揮
監
督
に
服
す
る
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
仮
に
機
関
委
任
事
務
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

（
二
）
分
権
と
し
て
の
国
際
都
市
形
成
構
想

国
際
都
市
形
成
構
想
の
理
念
・
目
標
は
と
も
あ
れ
、
構
想
形
成
の
手
段
は
、
こ
の
三
つ
（
全
県
自
由
貿
易
地
域
制
度
、
税
の
減
免
、
規

制
緩
和
）
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
域
の
自
己
決
定
・
自
己
責
任
と
い
う
観
点
ｌ
す
な
わ
ち
自
主
性
の
向
上
と
い
う
面
か
ら
こ

れ
ら
三
つ
を
見
る
と
、
規
制
緩
和
は
、
国
の
有
す
る
権
限
に
つ
い
て
で
あ
り
自
治
体
の
権
限
が
拡
大
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
税
の
減
免

も
自
治
体
の
自
主
性
の
強
化
確
立
と
の
関
係
は
薄
い
。
そ
れ
で
は
、
国
際
都
市
形
成
構
想
の
目
玉
で
あ
っ
た
全
県
自
由
貿
易
地
域
制
度

（
川
）

に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
自
由
貿
易
地
域
に
は
固
定
し
た
概
念
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。
自
由
貿
易
地
域
を
県
庁
の
内
外
で
推
進
し
た
宮
城

（
Ⅲ
）

弘
岩
氏
に
よ
る
沖
縄
の
自
由
貿
易
地
域
の
法
的
定
義
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

以
上
の
内
容
は
、
全
県
自
・

す
る
に
値
す
る
内
容
で
あ
る
。

「
沖
縄
自
由
貿
易
地
域
制
の
法
的
定
義
」

沖
縄
全
域
の
関
税
を
フ
リ
ー
と
し
、
輸
入
さ
れ
る
外
国
貨
物
の
関
税
免
除
お
よ
び
内
国
消
費
税
な
ど
を
免
除
と
し
、
輸
入
手

続
の
簡
素
化
を
は
か
り
、
他
法
令
に
関
す
る
輸
入
許
認
可
は
税
関
の
権
限
と
す
る
。
ま
た
、
税
関
長
の
権
限
は
沖
縄
県
知
事
に

一
元
化
し
、
沖
縄
を
越
え
て
本
土
に
出
荷
さ
れ
る
外
国
貨
物
の
加
工
・
製
造
製
品
は
選
択
課
税
と
す
る
。

全
県
自
由
貿
易
地
域
制
度
の
創
設
、
税
の
減
免
、
規
制
緩
和
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
国
二
制
度
と
表
現
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さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
自
治
体
の
長
が
国
の
権
限
の
一
部
を
行
使
す
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
一
国
の
関
税
制
度
の
中
に
地
域
独
自
の
関
税
制
度
が
形
成

国
際
都
市
形
成
構
想
は
、
規
制
緩
和
と
税
の
減
免
を
中
心
に
論
議
さ
れ
て
お
り
、
地
方
へ
の
権
限
委
譲
の
要
求
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
見

せ
な
い
の
で
あ
る
が
、
構
想
が
よ
り
具
体
化
し
て
い
け
ば
、
地
方
分
権
・
権
限
委
譲
に
テ
ー
マ
が
深
化
す
る
可
能
性
は
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
事
実
、
「
お
蔵
入
り
」
に
な
っ
た
「
国
際
都
市
形
成
推
進
計
画
策
定
調
査
報
告
書
」
（
九
八
年
三
月
）
で
は
、
「
国
際
都
市
形
成
に

あ
た
っ
て
は
、
地
方
の
自
立
・
分
権
及
び
自
治
の
確
立
を
め
ざ
し
」
と
い
う
文
言
が
入
り
、
県
主
導
の
総
合
計
画
の
必
要
性
や
、
ま
た
、

政
策
体
系
に
お
い
て
は
自
治
・
分
権
と
し
て
「
新
た
な
立
法
化
の
実
現
」
「
新
た
な
推
進
体
制
の
確
立
」
を
図
示
し
、
さ
ら
に
、
報
告
書

の
最
後
は
、
「
国
際
都
市
形
成
に
向
け
た
地
方
分
権
の
推
進
」
と
題
す
る
一
章
を
置
く
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
に
お
い
て
も
権
限
・
財
源

の
移
譲
を
唱
え
は
す
る
が
、
未
だ
抽
象
的
で
あ
り
、
幾
分
具
体
的
な
提
案
は
、
「
都
市
計
画
の
権
限
」
、
「
空
港
、
港
湾
計
画
等
に
お
け
る

権
限
」
等
が
例
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
分
権
の
必
要
性
が
よ
う
や
く
意
識
さ
れ
た
段
階
に
留
ま
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。

大
田
知
事
の
右
腕
と
い
わ
れ
国
際
都
市
形
成
構
想
を
リ
ー
ド
し
た
副
知
事
の
吉
本
政
矩
は
、
退
任
後
の
九
一
年
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
九
七
年
七
月
の
県
議
会
で
（
中
略
）
『
今
回
の
国
際
都
市
構
想
、
全
県
自
由
貿
易
地
域
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
と
き
の
受
け
皿

と
な
る
行
政
は
、
県
、
あ
る
い
は
国
な
の
か
』
と
い
う
趣
旨
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
『
新
た
な
県
政
の
枠
組
み
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
』
、
『
全
県
フ
リ
ー
ゾ
ー
ン
を
実
施
す
る
手
段
と
し
て
構
想
を
再
検
討
し
た
い
』
と

答
弁
し
た
。
す
べ
て
の
権
限
を
国
か
ら
移
譲
し
て
も
ら
い
沖
縄
県
自
ら
が
行
う
の
が
分
権
で
あ
り
自
治
で
あ
る
と
明
確
に
認
識
し
て
い

（
肥
）

た
か
ら
で
す
」
。
士
ロ
本
は
、
議
会
で
副
知
事
再
任
の
承
認
を
得
ら
れ
ず
退
任
す
る
。
権
限
委
譲
の
議
論
に
い
た
る
前
に
、
国
際
都
市
構
想

は
そ
の
エ
ン
ジ
ン
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
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日
本
に
お
け
る
道
州
制
の
議
論
で
肝
心
の
「
道
州
と
は
何
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
基
本
的
共
通
認
識
は
な
く
、
道
州
制
と
い

う
同
じ
言
葉
で
語
ら
れ
な
が
ら
、
単
に
府
県
の
区
域
を
広
域
に
し
た
も
の
か
ら
、
連
邦
制
ま
で
そ
の
内
容
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
含

ま
れ
て
い
る
。
議
論
の
歴
史
も
古
く
、
昭
和
二
年
行
政
制
度
審
議
会
の
「
州
庁
設
置
案
」
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

道
州
制
に
つ
い
て
、
第
一
一
七
次
地
方
制
度
調
査
会
の
答
申
（
一
一
○
○
三
年
）
は
、
「
現
時
点
で
は
」
と
断
り
つ
つ
、
基
本
的
考
え
を
次

の
よ
う
に
整
理
し
、
そ
の
概
略
を
描
き
だ
し
て
い
る
。

三
国
際
都
市
形
成
構
想
と
道
州
制

基
本
的
考
え
方

道
州
制
は
、
現
行
憲
法
の
下
で
、
広
域
自
治
体
と
基
礎
自
治
体
と
の
二
層
制
を
前
提
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
制

度
及
び
設
置
手
続
き
は
法
律
で
定
め
る
。

ア
現
在
の
都
道
府
県
を
廃
止
し
、
よ
り
自
主
性
、
自
立
性
の
高
い
広
域
自
治
体
と
し
て
の
道
又
は
州
を
設
置
す
る
。

イ
道
州
制
の
導
入
に
伴
い
、
国
の
役
割
は
真
に
国
が
果
た
す
べ
き
も
の
に
重
点
化
し
、
そ
の
多
く
の
権
限
を
地
方
に
移
譲

エウ

道
州
の
長
と
議
会
の
議
員
は
公
選
と
す
る
。

道
州
の
区
域
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
現
在
の
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
る
広
域
的
な
単
位
と
し
、
地
理
的
、
歴
史

的
、
文
化
的
な
諸
条
件
を
踏
ま
え
、
経
済
社
会
的
な
状
況
を
勘
案
し
て
定
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。



国際都市形成構想と道州制(仲地博）201
以
上
の
基
本
的
考
え
方
の
中
か
ら
、
本
稿
の
関
心
に
即
し
て
、
道
州
制
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
上
げ
れ
ば
、
①
府
県
は
廃
止
さ
れ
る
こ

と
、
②
州
の
権
限
が
増
大
す
る
こ
と
、
③
「
原
則
と
し
て
」
府
県
の
範
囲
を
超
え
る
広
域
自
治
体
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

検
討
の
都
合
上
ま
ず
、
③
の
広
域
行
政
に
つ
い
て
見
る
。
「
現
在
の
都
道
府
県
の
範
囲
を
越
え
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
え
ば
、

沖
縄
県
の
み
で
道
州
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
広
域
と
い
う
点
に
着
目
す
る
と
北
海
道
は
一
つ
の
自
治
体
で
す
で

（
肥
）

に
広
域
で
あ
る
が
、
沖
縄
は
広
域
と
は
一
一
口
え
な
い
。
し
か
し
、
「
原
則
と
し
て
」
と
慎
重
に
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
後
半
の
「
地

理
的
、
歴
史
的
、
文
化
的
な
諸
条
件
を
踏
ま
え
、
経
済
的
社
会
的
な
諸
条
件
を
勘
案
し
て
定
め
ら
れ
る
」
を
併
せ
読
む
と
、
こ
の
答
申

は
沖
縄
単
独
で
道
州
形
成
を
容
認
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
②
の
州
の
権
限
の
増
大
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
国
際
都
市
形
成
構
想
は
、
一
国
の
中
に
お
け
る
経
済
特
別
区

に
と
ど
ま
り
、
自
治
特
別
区
の
議
論
に
及
ば
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
国
際
都
市
形
成
構
想
が
か
も
し
出
し
た
雰
囲
気
は
、
ま
ぎ
れ
も
な

く
道
州
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
篠
原
章
大
東
文
化
大
学
教
授
は
、
「
日
本
の
シ
ス
テ
ム
を
問
う
沖
縄
の
『
独
立
』
構
想
」
と
題
し
て
次
の

（
Ｍ
）

よ
う
に
述
べ
た
。

「
（
国
際
都
市
形
成
構
想
で
は
）
「
本
土
」
は
す
べ
て
「
日
本
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
る
で
「
日
本
を
や
め
よ
う
」
と
宣
言

し
て
い
る
の
か
の
よ
う
だ
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
こ
の
構
想
は
「
沖
縄
独
立
宣
言
」
の
草
稿
な
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
基

地
の
跡
地
利
用
を
見
据
え
て
沖
縄
県
が
と
り
ま
と
め
た
『
規
制
緩
和
等
産
業
振
興
特
別
措
置
に
関
す
る
要
望
書
』
を
み
て
も
、
日

本
と
い
う
シ
ス
テ
ム
か
ら
離
脱
し
た
い
と
い
う
彼
ら
の
意
志
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
（
中
略
）
国
の
権
限
で
あ
る
関
税
権
や
出
入
国

管
理
権
の
一
部
を
沖
縄
に
委
ね
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
国
一
一
制
度
ど
こ
ろ
か
国
境
の
変
更
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に

「
独
立
」
の
た
め
の
下
地
づ
く
り
を
企
図
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
（
中
略
）
沖
縄
は
、
日
本
の
枠
内
で
の
特
別
扱
い
を
求
め
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て
い
る
の
で
は
な
く
､
あ
く
ま
で
日
本
の
枠
外
に
お
い
て
ほ
し
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡｣

3蘭
E

我
都
政
明
琉
球
大
学
教
授
は
､
｢沖
縄
が
要
求
す
る
か
ぎ
り
｣
と
限
定
を
付
し
っ
つ
'
次
の
よ
う
に
論
じ
た
｡
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｢
(香
港
と
異
な
り
)
経
済
的
に
弱
体
な
沖
縄
が
'
日
本
本
土
へ
の
統
合
で
は
な
く
本
土
か
ら
の
分
離
の
過
程
と
し
て

『
一
国

二
制
度
』
の
地
位
を
得
る
こ
と
に
な
る
｣｡
｢(基
地
の
集
中
が
緩
和
さ
れ
て
も
)
動
き
出
し
た

『
一
国
二
制
度
』
の
後
戻
り
は
な

い
だ
ろ
う
｡
そ
の
時
す
で
に
'
日
本
本
土
か
ら
沖
縄
を
分
離
す
る
環
境
は
出
来
上
が
り
'
慣
性
力
に
よ
っ
て
沖
縄
は

『
一
国
二

制
度
』
を
越
え
て
独
立

へ
動
い
て
い
く
で
あ
ろ
う
｡
｣
｢安
全
保
障
を
切
り
離
し
た
経
済
を
中
心
と
す
る
沖
縄
で
の

『
一
国
二
制

度
』
は
､
安
全
保
障
の
役
割
が
消
滅
す
る
時
点
で
も
う

｢独
立
｣
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
｣｡

こ
の
よ
う
に
国
際
都
市
形
成
に
お
け
る
一
国
二
制
度
論
は
'
権
限
の
再
配
分
と
い
う
面
で
の
国
と
自
治
体
の
関
係
の
全
体
は
ほ
と
ん

ど
手
が
つ
か
な
い
ま
ま
'
先
の
①
の
都
道
府
県
の
枠
組
み
を
飛
び
出
し
､
国
か
ら
の
相
対
的
独
立
を
し
た
地
域
の
幻
影
が
作
ら
れ
た
の

で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
国
際
都
市
形
成
構
想
は
未
発
の
道
州
制
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡

お
わ
り
に
-
国
際
都
市
形
成
構
想
の
そ
の
後

一
九
九
七
年

一
月
梶
山
官
房
長
官

｢自
由
貿
易
地
域
の
法
改
正
は
や
っ
て
や
れ
な
い
こ
と
は
な
い
｣､
三
月
自
民
党
の
野
中
広
務
幹
事

長
代
理

｢大
胆
に
や
る
こ
と
で
'
結
果
と
し
て
一
国
二
制
度
に
な
っ
て
も
よ
い
｣
'
四
月
与
党
合
意
事
項

｢
一
国
二
制
度
的
な
大
胆
な
改
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革
を
目
指
す
」
、
二
月
橋
本
総
理
「
国
際
交
流
拠
点
沖
縄
の
形
成
を
積
極
的
に
支
援
」
等
、
政
府
与
党
筋
の
発
言
か
ら
、
国
際
都
市
構

想
の
可
能
性
が
灰
見
え
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
九
八
年
二
月
大
田
知
事
は
普
天
間
基
地
の
移
設
先
で
あ
る
海
上
基
地
反
対

を
表
明
し
、
政
府
と
県
の
関
係
は
悪
化
、
二
月
の
知
事
選
挙
で
敗
北
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

国
際
都
市
形
成
構
想
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
一
一
○
○
○
年
四
月
県
の
国
際
都
市
形
成
推
進
室
が
廃
止
さ
れ
た
。
琉
球
新
報
記
者
の
前

（
咄
）

泊
博
盛
は
、
「
基
地
な
き
後
の
沖
縄
の
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
登
場
し
た
国
際
都
市
形
成
構
想
は
、
県
政
の
政
権
交
代
で
消
え
（
た
）
」
と

総
括
し
た
。
他
方
で
、
九
六
年
、
九
七
年
に
国
際
都
市
形
成
推
進
室
長
を
努
め
た
宮
城
正
治
は
、
「
歴
史
性
や
独
自
性
、
地
理
的
条
件
を

〈
Ⅳ
）

踏
ま
え
た
沖
縄
の
方
向
性
を
位
置
づ
け
た
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
考
え
方
は
脈
々
と
生
き
て
い
る
」
と
評
価
す
る
。
稲
嶺
県
政
下
の
副

知
事
で
あ
る
牧
野
浩
隆
は
、
「
構
想
の
延
長
で
政
策
協
、
一
二
世
紀
プ
ラ
ン
が
で
き
た
点
は
評
価
で
き
る
。
県
も
引
き
継
ぐ
べ
き
も
の
は

（
脇
）

引
き
継
い
で
い
る
」
と
述
べ
る
。

国
際
都
市
形
成
構
想
は
大
田
知
事
の
退
場
と
と
も
に
消
え
た
の
か
、
精
神
は
生
き
残
っ
た
の
か
、
施
策
は
具
体
化
さ
れ
た
の
か
。
国

際
都
市
形
成
構
想
の
帰
結
を
整
理
し
よ
う
。

①
全
国
総
合
開
発
計
画
な
ど

大
田
県
政
は
、
国
際
都
市
形
成
構
想
を
、
第
五
次
全
国
総
合
開
発
計
画
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
要
求
し
て
き
た
。
政
府
は
、
九
八
年

三
月
の
新
し
い
全
国
総
合
開
発
計
画
「
二
一
世
紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
を
策
定
し
た
が
、
そ
の
中
で
、
沖
縄
の
振
興
を
首

都
機
能
の
問
題
と
並
ん
で
特
定
課
題
と
し
て
掲
げ
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
人
、
物
、
情
報
の
結
節
点
と
な
る
広
域
国
際
交

（
旧
）

流
圏
の
形
成
を
図
る
」
と
述
べ
、
沖
縄
を
「
太
平
洋
・
平
和
の
交
流
拠
点
（
パ
シ
フ
イ
ッ
ク
・
ク
ロ
ス
ロ
ー
ド
ご
と
位
置
づ
け
た
。

そ
れ
に
先
立
つ
九
七
年
一
一
一
月
に
は
、
県
が
国
に
提
出
し
て
い
た
「
国
際
貢
献
都
市
。
【
』
ぞ
二
戸
構
想
」
の
審
査
が
国
土
庁
な
ど
関
係

七
省
庁
で
終
了
し
、
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
に
基
づ
く
振
興
拠
点
地
域
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
に
基
づ
く
振
興
拠
点
と
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大
田
知
事
が
、
公
告
縦
覧
の
手
続
き
を
代
行
し
た
時
点
で
、
国
は
沖
縄
に
正
面
か
ら
取
組
む
姿
勢
を
見
せ
た
。
九
六
年
九
月
設
置
さ

れ
た
沖
縄
政
策
協
議
会
で
あ
る
。
沖
縄
政
策
協
議
会
は
、
「
沖
縄
県
が
我
が
国
経
済
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
地
域
と
し
て
整
備
さ
れ
る

よ
う
、
沖
縄
に
関
連
す
る
基
本
施
策
に
関
し
協
議
す
る
こ
と
を
目
的
」
（
九
月
一
七
日
閣
議
決
定
）
と
し
、
総
理
大
臣
と
北
海
道
開
発
庁

長
官
を
除
く
全
国
務
大
臣
、
内
閣
官
房
長
官
と
沖
縄
県
知
事
を
メ
ン
バ
ー
と
し
て
い
る
。
一
県
知
事
が
、
閣
僚
と
同
じ
資
格
で
列
席
す

る
協
議
会
に
は
連
邦
国
家
の
幻
想
さ
え
生
じ
か
ね
な
い
。

以
上
、
沖
縄
の
当
時
の
政
治
力
を
背
景
と
し
た
国
際
都
市
形
成
構
想
は
、
た
し
か
に
何
も
の
か
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
金

融
業
務
特
区
も
特
別
自
由
貿
易
地
区
も
、
優
遇
措
置
を
設
け
て
も
進
出
し
た
企
業
は
ま
だ
一
社
も
な
い
。
沖
縄
政
策
協
議
会
も
、
沖
縄

稲
嶺
県
政
に
交
代
し
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
－
い
わ
ゆ
る
新
法
が
制
定
さ
れ
る
（
○
二
年
三
月
）
。
新
法
で
は
、
情
報
通
信
産
業
特

別
地
区
、
特
別
自
由
貿
易
地
域
、
金
融
業
務
特
別
地
区
の
三
つ
の
制
度
が
あ
ら
た
に
措
置
さ
れ
た
。
情
報
通
信
産
業
特
別
地
区
は
、
情

報
通
信
産
業
の
振
興
を
図
る
た
め
必
要
と
さ
れ
る
地
域
で
一
一
四
地
域
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
振
興
の
手
法
は
税
制
上
の
優
遇
措
置
で

あ
る
。
金
融
業
務
特
別
地
区
は
、
金
融
業
、
証
券
業
、
保
険
業
等
の
集
積
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
手
法
は
税
制
上
の
優
遇
措

置
で
あ
る
。
名
護
市
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
特
別
自
由
貿
易
地
域
は
、
沖
縄
に
お
け
る
産
業
お
よ
び
貿
易
の
振
興
に
資
す
る
た
め
に
必

（
卯
）

要
と
さ
れ
る
地
域
で
、
中
城
湾
新
港
地
区
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
優
遇
措
置
は
所
得
控
除
、
関
税
、
税
制
、
金
融
上
の
措
置
が
あ
る
。

的
と
し
て
い
る
。

し
同
意
さ
れ
た
。
同
構
想
上
の
事
業
を
実
施
す
る
際
、
国
の
財
政
的
支
援
が
受
け
ら
れ
る
。
同
構
想
は
那
覇
、
宜
野
湾
両
市
な
ど
県
中

南
部
の
７
市
９
町
８
村
が
対
象
で
約
一
○
年
か
け
て
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
へ
の
国
際
貢
献
拠
点
と
し
て
機
能
整
備
を
図
る
こ
と
を
目

③
沖
縄
政
策
協
議
会

②
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
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の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
開
催
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
際
都
市
形
成
構
想
は
、
構
想
段
階
で
分
権
の
側
面
が
弱
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
経

済
政
策
の
実
効
性
の
面
に
お
い
て
も
や
は
り
未
発
の
道
州
制
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
国
際
都
市
形
成
構
想
の
帰
結
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
、
沖

縄
の
み
の
主
張
で
は
、
国
（
官
僚
）
の
壁
を
崩
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
中
途
半
端
な
制
度
で
は
成
果
を
生
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
全
国
で
行
わ
れ
て
い
る
特
区
が
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
も
の
で
、
そ
の
手
段
が
主
と
し
て
規
制
緩
和
で
あ
る

も
の
に
対
し
、
沖
縄
に
は
ま
っ
た
く
異
な
る
制
度
が
と
も
あ
れ
施
行
さ
れ
た
。
こ
こ
ま
で
来
た
こ
と
は
、
道
州
制
の
一
里
塚
と
評
価
で

（
別
）

き
な
い
｝
」
と
も
な
い
。

百丁注
一〆、■〆

￣へ

４
角■〆

￣皇

３
￣ザ

界～－、－，

７６５
，．プ～〆～プ

「
沖
縄
振
興
開
発
六
法
昭
和
五
一
年
版
」
（
全
国
加
除
法
令
出
版
株
式
会
社
）
の
は
し
が
き

上
妻
毅
「
沖
縄
県
『
国
際
都
市
形
成
構
想
』
が
め
ざ
し
た
も
の
ｌ
自
治
・
分
権
の
視
点
か
ら
の
再
考
察
」
私
家
版
『
皿
。
。
』
二
○
○
一
年
六
月
。

な
お
、
著
者
は
国
際
都
市
構
想
の
当
初
か
ら
関
わ
っ
た
シ
ン
ク
タ
ン
ク
研
究
員
で
あ
り
、
こ
の
文
献
に
は
、
本
稿
で
紹
介
し
な
か
っ
た
国
際
都
市

に
関
す
る
諸
報
告
が
年
表
と
共
に
示
さ
れ
て
い
る
。

大
田
昌
秀
『
沖
縄
平
和
の
礎
』
岩
波
新
書
一
九
九
六
年
二
九
頁
。
な
お
、
九
八
年
発
刊
の
対
談
集
に
お
い
て
も
、
国
際
都
市
形
成
構
想
は
、
平

和
拠
点
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
大
田
昌
秀
・
池
澤
夏
樹
『
沖
縄
か
ら
は
じ
ま
る
』
集
英
社
一
九
九
八
年
九
○
頁
以
下

こ
こ
で
の
公
告
縦
覧
代
行
と
は
、
当
時
の
土
地
収
用
法
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
代
理
署
名
と
と
も
に
基
地
用
地
の
強
制
使
用
手
続
き
の
一
環
と
し

て
知
事
の
事
務
（
機
関
委
任
事
務
）
で
あ
る
。
大
田
知
事
は
、
代
理
署
名
訴
訟
の
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
敗
訴
後
、
公
告
縦
覧
を
代
行
し
た
。

沖
縄
県
広
報
「
県
政
プ
ラ
ザ
特
集
」
一
九
九
六
年
二
月
一
○
日

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
「
週
刊
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」
一
九
九
七
年
一
○
月
二
五
日
号

経
済
も
含
め
て
論
じ
た
数
少
な
い
論
文
と
し
て
沖
縄
経
済
研
究
会
「
沖
縄
経
済
自
立
の
構
想
」
新
沖
縄
文
学
四
八
号
一
九
八
一
年
が
あ
る
。
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「
琉
球
諸
島
特
別
自
治
制
の
樹
想
」
北
海
道
自
治
研
究
三
八
六
号
一
一
○
○
一
年
三
月
号
六
頁

海
域
を
含
め
て
沖
縄
も
ま
た
広
域
と
主
張
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
広
域
は
単
に
面
積
の
問
題
で
は
な
く
そ
れ
に
見
合
う
人
口
や

宮
城
前
掲
譜
一
八
七
頁

と
こ
ろ
で
審
議
会
答
申
が
県
の
政
策
と
し
て
採
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
知
事
の
裁
量
で
あ
り
、
そ
れ
に
責
任
を
負
う
の
は
知
事
、
延
い
て

は
主
権
者
で
あ
る
県
民
で
あ
る
こ
と
は
あ
え
て
断
る
こ
と
で
も
な
い
。
し
か
し
、
「
産
業
・
経
済
の
振
興
と
規
制
緩
和
等
検
討
委
員
会
報
告
」
に

は
、
通
常
の
審
議
会
答
申
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
ト
ー
ン
で
自
己
決
定
・
自
己
責
任
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
．
「
（
自
由
貿
易
地

域
な
ど
は
）
最
終
的
に
は
県
民
自
ら
が
選
択
・
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
（
る
）
」
。
「
沖
縄
は
い
ま
、
ま
さ
に
転
換
点
に
あ
り
、
自
己
決
定
・
自
己

責
任
の
原
則
に
基
づ
く
額
極
的
な
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」
。
「
沖
縄
側
の
要
望
を
で
き
る
限
り
組
み
入
れ
る
方
向
で
検
討
を
行
い
、
全
県

自
由
貿
易
地
域
の
創
設
を
目
指
す
な
ど
一
国
二
制
度
的
な
手
法
を
も
盛
り
込
ん
だ
内
容
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
沖
縄
県
民
自
ら
が
復
帰

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
幕
を
引
き
、
自
己
決
定
・
自
己
責
任
の
原
則
に
基
づ
き
「
新
し
い
沖
縄
の
創
造
」
に
向
け
て
取
り
組
む
こ
と
が
前
提
と
な
ろ
う
」
。

規
制
緩
和
と
地
方
分
権
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
自
己
決
定
、
自
己
責
任
」
が
、
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。
一
国
二
制
度
の
導
入
に
よ
る
混

乱
の
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

宮
城
弘
岩
『
沖
縄
自
由
貿
易
論
』
琉
球
出
版
社
一
九
九
八
年
一
七
四
頁

ラ
株
式
会
社
会
長
、
牛
尾
〉

造
公
司
会
長
、
徐
明
珠
土

産
公
社
代
表
取
締
役
専
務
）

篠
原
章
『
「
沖
縄
の
自
立
」
を
め
ぐ
る
視
点
』
大
東
文
化
大
学
経
済
研
究
所
ワ
ー
キ
ン
グ
ペ
イ
パ
ー
ｚ
Ｐ
屋
（
ｇ
ｇ
年
】
月
）
、
一
三
百
ミ
ニ
乏
婁
忌
冒
・

唐
・
］
亘
冨
農
夛
冒
蚕
量
二
四
・
言
目
一
幸
自
晉
。
『
一
ｓ
雪
農
よ
り
引
用

委
員
会
メ
ン
バ
ー
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
田
中
直
毅
。
ｎ
世
紀
政
策
研
究
所
理
事
長
、
本
間
正
明
・
大
阪
大
学
経
済
学
部
長
、
稲
盛
和
夫
・
京
セ

ラ
株
式
会
社
会
長
、
牛
尾
治
朗
・
ウ
シ
オ
電
機
株
式
会
社
会
長
、
塚
越
弘
・
か
わ
さ
き
フ
ァ
ズ
株
式
会
社
専
務
取
締
役
、
黄
茂
雄
・
東
元
電
機
製

造
公
司
会
長
、
徐
明
珠
・
香
港
中
文
大
学
日
本
研
究
学
科
教
授
、
稲
嶺
恵
一
・
株
式
会
社
り
ゅ
う
せ
き
会
長
、
宮
城
弘
岩
・
株
式
会
社
沖
縄
県
物
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訂
）
島
袋
純
琉
大
助
教
授
の
評
価
を
紹
介
す
る
。
「
大
田
県
政
が
引
き
起
こ
し
た
中
央
政
府
へ
の
激
し
い
攻
勢
が
、
中
央
政
府
の
沖
縄
政
策
の
仕
組
み

の
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
が
、
沖
縄
県
の
側
に
は
な
ん
ら
の
変
化
も
生
じ
て
い
な
い
。
兜
年
末
に
始
ま
る
稲
嶺
県
政
は
、
沖
縄
の
自
治
制

度
改
革
に
な
ん
ら
言
及
し
て
い
な
い
」
。
（
島
袋
純
「
沖
縄
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
ゆ
く
え
～
国
際
都
市
形
成
構
想
か
ら
新
沖
縄
振
興
計
画
へ
～
」
山
口

二
郎
、
山
崎
幹
根
、
遠
藤
乾
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
地
方
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
岩
波
書
店
二
○
○
三
年
二
○
○
頁
）

一

２０
－〆

経
済
規
模
を
含
む
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

朝
日
新
聞
一
九
九
六
年
一
○
月
八
日
、
前
掲
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
引
用

朝
日
新
聞
一
九
九
七
年
六
月
二
三
日
朝
刊

百
瀬
恵
夫
・
前
泊
博
盛
『
検
証
「
沖
縄
問
題
」
』
東
洋
経
済
出
版
社
二
○
○
二
年
一
四
四
頁

琉
球
新
報
二
○
○
○
年
四
月
三
日

琉
球
新
報
二
○
○
○
年
四
月
一
一
一
日

第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
に
お
い
て
は
、
第
三
次
沖
縄
振
興
開
発
計
画
と
呼
応
し
「
わ
が
国
の
南
西
端
に
位
置
す
る
と
い
う
地
理
的
特
性
を
生

か
し
た
東
南
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
諸
外
国
と
の
交
流
拠
点
の
形
成
」
を
譲
っ
て
い
た
。

自
由
貿
易
地
域
（
「
特
別
」
が
付
か
な
い
こ
と
に
注
意
）
の
制
度
は
第
一
次
沖
縄
振
興
開
発
計
画
時
代
か
ら
あ
り
、
自
由
貿
易
那
覇
地
区
が
指
定

さ
れ
て
い
る
。


